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流山市地域子育て支援拠点事業運営業務委託（中部）その２ 

公募型プロポーザル実施要領 

   

１ 趣 旨  

   少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てを取り巻く環境が大きく

変化するなかで、家庭や地域における子育て機能の低下、保護者の子育てに対する孤独感・

不安感の増大といった様々な問題が生じている。 

現在の流山市（以下「委託者」という。）では、保育所に併設して地域子育て支援拠点（地

域子育て支援センター）を設置しているが、保護者がより利用しやすい形態として、今後

は、保育所に併設する形態ではなく、商店街の空き店舗等を活用し、地域子育て支援拠点

事業に加え、利用者支援事業及び一時預かり事業を一体的に実施する。 

本事業は、障害児や多胎児のいる家庭など、配慮が必要な家庭への対応を含め、子育て

親子の交流の場や気軽に相談ができる場を提供することで、子育て家庭の困り感の深刻

化・複雑化の軽減及び虐待の未然防止を図ることを目的とする。 

 

２ 業務概要 

（１）委託名称 流山市地域子育て支援拠点事業運営業務委託（中部）その２ 

（２）事業場所 委託者が指定する場所（流山おおたかの森駅から徒歩５分程度） 

区画は別添平面図（概要）のとおり（概ね９０㎡程度） 

        ※指定場所の所在地に関しては、1 月中旬頃に市ホームページで公表予定。 

        ※当該事業所は、おおたかの森ファミリーサポートセンターと併設となる。 

        ※事業場所の電気設備、給排水設備等は、委託者で施工する。また、事業実 

施に必要な備品等も、委託者で用意する。なお、平面図（詳細）に関して 

は、参加資格確認結果が「有」とされた事業者にのみ配付する。 

         ※受託者は委託者が指定する場所の賃借料を、市へ支払うものとする。なお 

賃借料は１月中旬頃に市ホームページで公表予定。 

（３）履行期間 契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで 

（４）開 設 日 令和８年４月１日 

 

３ 契約方法 

「流山市地域子育て支援拠点事業運営業務委託 事業者選考委員会運営要領」（以下、選

考委員会）において、応募書類、事業者ヒアリング及びプレゼンテーション等の内容によ

り、「流山市地域子育て支援拠点事業 運営業務委託事業者選考委員会評価基準」に基づい

て審査・採点し、最も審査点数が高い者を優先交渉事業者として選定する。 

※ただし、審査の結果、審査基礎点の６割に満たない場合は、応募者が１者であっても、 

優先交渉事業者として選考しないものとする。 
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４ 委託上限額（準備期間も含む） 

   本業務に係る委託費は、２２，６９２，０００円（非課税）を上限とする。 

   ※この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、業務の予算規模を示したものである。 

※契約金額は、受託者の提案内容等に基づき、改めて決定する。 

   ※事業費の算出にあたっては、人件費のほか、通勤手当、社会保険料等の事業者負担分が

含まれることを、留意すること。 

 

５ 応募資格 

本プロポーザルに応募できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。なお、申込書 

が受理された場合であっても、要件のいずれかを満たしていないことが判明した場合は要件 

を満たすまで有資格者としては扱わないこととする。 

（１）次に掲げるいずれかに該当する法人であること。 

ア 社会福祉法第２条に規定された事業をおこなう社会福祉法人〔社会福祉法(昭和２

６年法律第４５号)第２２条〕 

イ 学校教育法第１条に規定された学校を運営する学校法人〔私立学校法(昭和２４年

法律第２７０号)第３０条〕 

ウ 特定非営利活動促進法第２条別表十三の事業をおこなう特定非営利活動法人〔特

定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条〕 

エ 現に、市内外において地域子育て支援拠点事業を運営している株式会社等 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか、次のいずれにも該当しないこと。 

ア 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てがな 

されているもの（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生 

事件に係るものを含む。）。 

イ 民事再生法による再生手続開始の申立てをしたもの。 

ウ 法人税等を完納していないもの。 

エ 本人又は団体の代表者及び構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する 

法律に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）、暴力団員の統制下にある者 

又は暴力団員の利益となる活動を行うもの。 

 

６ スケジュール 

（１）公募開始       令和７年１２月２３日 

（２）質問書の受付期間   令和７年１２月２５日から令和８年１月９日まで 

（３）質問書に対する回答  令和７年１２月２５日から令和８年１月１５日まで 

（４）参加申込書受付締切  令和８年１月２３日 

（５）参加資格確認結果通知 令和８年１月２６日 

（６）提案書等の提出締切  令和８年２月６日 

（７）選考委員会      令和８年２月１２日 

（８）選考結果通知     令和８年２月１６日 

（９）契約締結       令和８年２月２７日 

※各実施日については、事務上の都合により変更となる場合があります。 
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７ 質問の受付について 

（１）質問方法  質問書（第１号様式）に必要事項を記入の上、受託者宛に電子メール 

で提出すること。電子メールの表題は「プロポーザルに関する質問につ 

いて（事業者名）」とし、電子メール送信後は委託者に電話で送信確認を 

すること。 

（２）提出先   kosodate@city.nagareyama.chiba.jp 

（３）回答方法  回答は全ての質問をとりまとめたうえで、令和８年１月１５日までに流

山市ホームページへの掲載により行うものとする。ただし、質問の内容 

企画提案書等の作成作業を進める上で、大きな影響を及ぼすと判断され 

るものは募集期間内に随時流山市ホームページへ回答を掲載する。 

 

８ 参加申し込み方法について 

第２号様式の参加申込書に押印の上、必要書類を添付し、令和８年１月２３日午後５時

までに、子ども家庭課へ持参または郵送で提出。（※郵送の場合は令和８年１月２３日必着） 

 

９ 提案書等について 

下記書類を紙媒体で令和８年２月６日午後５時までに子ども家庭課窓口に持参すること。 

番号 提 出 物 提出上の注意 

１ 企画提案書（第４号様式） 
本要領及び仕様書等に基づき、様式の項目に則って作成す

ること。 

２ 
本事業の予定構成員一覧

（任意様式） 

氏名、年齢、資格（保育士、幼稚園教諭等のほか、子育て支

援員研修の修了者も記載）、常勤・非常勤の別等について、事

業ごとに記載すること。また、本業務と同種・類似する業務

に従事経験がある者については、業務名と従事した年数を併

せて記載すること。 

（例：〇〇市で利用者支援業務に３年間従事経験有り、など） 

３ 
本事業実施に係る見積書

及び内訳（任意様式） 

作成にあたっては以下の項目について、記載すること。 

① 地域子育て支援拠点事業 

人件費、交通費、事業費（講座等にかかる費用）、研修費、

雑費（電話使用料金、消耗品費、印刷費、保険料等）、その

他（衛生費等）、事務手数料(全事業費の５％程度) 

② 利用者支援事業 

人件費、交通費、研修費、通信費（公衆無線ＬＡＮの整

備に要する費用）、事務手数料(全事業費の５％程度) 

③ 一時預かり事業 

 人件費、交通費、研修費、通信費（公衆無線ＬＡＮの整

備に要する費用）、事務手数料(全事業費の５％程度) 

４ 業務実績書（第５号様式）  

５ 資金計画（任意様式） 本事業の２か月分 
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〇 提出部数 

正本１部 副本７部 

 〇 留意点 

用紙サイズはＡ４に統一し、目次をつけて一部ずつファイルに左綴じし、インデックス 

に書類番号を記載（目次の番号と合わせること）のうえ、該当する書類に貼付すること。 

なお、企画提案書については一事業者一点までとし、提出締切までの差し替えは可とする。 

 

１０ プレゼンテーション 

提出された参加申込書をもとに、資格審査を行い、参加を認める事業者には、別途プレゼ 

ンテーション実施に係る通知を送付する。 

（１）日時、場所等の詳細は、別途連絡するものとする。 

  （２）１事業者当たりの所要時間はおおむね２５分（説明７分、質疑１８分）とし、企画 

の内容や特色について、企画提案書に沿って具体的に説明すること。 

  （３）プレゼンテーションに参加できる人数は、一事業者あたり３人以下とする。 

（４）パワーポイント等を使用する場合は、スクリーン及びプロジェクターを用意する 

ので、事前に連絡すること。また、機材トラブル等により、ＰＣを使用できない 

場合もあるので、紙ベースのスライド資料を、必ず持参すること。 

   なお、パワーポイント等の設定時間については、説明時間には含めない。 

（５）当日の追加資料の提出は出来ないものとする。 

  

１１ 審査結果の通知方法 

審査結果は、全ての参加者に対し、文書で通知する。 

 

１２ プロポーザルへの参加費用 

企画提案書の作成、郵送料等、本件に係る全ての費用は提案者の負担とする。 

 

１３ 失格事項  

（１）この要領に定める手続以外の方法により、本市の職員及び市関係者にプロポーザルに 

対する援助を求めた場合 

（２）提出された見積額が、執行限度額を超過している場合 

（３）提出方法及び提出期限に適合しない場合 

（４）記載すべき事項の全部または一部が記載されていない場合 

（５）虚偽の内容が記載されていることが判明した場合 

（６）「５ 応募資格」に定めた要件を満たしていないと判断した場合 

（７）選考期間中に、選考委員会の委員と接触等した場合 

 

１４ その他留意事項 

（１）提出された全ての書類は返却しない。 

（２）本プロポーザルにて知り得た情報については、本プロポーザル以外の目的での使用を 

固く禁止する。 
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（３）参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、すみやかに委託者へ連絡すること。 

（４）事業計画の中止や選定されなかったことによる一切の損害等について、委託者は責任 

を負わないものとする。 

（５）企画提案書等の著作権は提案者に帰属する。ただし、委託者がプロポーザルの審査及び 

議会等で必要と判断した場合は、企画提案書等の使用、複製及び公開を無断、無償で 

行うこととする。 

（６）本事業の実施にあたっては、「地域子育て支援拠点事業実施要綱」、「利用者支援事業実 

施要綱」及び「一時預かり事業実施要綱」を遵守するものとする。 

（７）審査の結果、受託候補者として特定されたことをもって、契約締結が確定するわけで 

はなく、事前に委託内容の仕様について協議の上、内容の訂正・追加・削除を行い、 

仕様確定後、同者と随意契約を行います。そのため、提案内容が全て仕様に盛り込ま 

れるわけではないことに留意すること。 

 

１５ 問合せ先 

流山市 子ども家庭部 子ども家庭課（市役所第二庁舎２階） 

担 当：子育て支援係 

ＴＥＬ：０４－７１５０－６０８２ ＦＡＸ：０４－７１５８－６６９６  

メール：kosodate@city.nagareyama.chiba.jp 


